
１　総括
 (1)人件費の状況（普通会計決算）

 (2)職員給与費の状況（普通会計決算）

（注） １　職員手当には退職手当を含まない。

２　職員数は、令和６年4月1日現在の人数である。また、任期付短時間勤務職員、再任用職員（短時間勤務）及び会計年度任用職員を含まな

　　い。

３　給与費については、任期付短時間勤務職員及び再任用職員（短時間勤務））の給与費が含まれているが、会計年度任用職員の給与費は

　　含まれていない。

 (3)ラスパイレス指数の状況

（注）１　ラスパイレス指数とは、全地方公共団体の一般行政職の給料月額を同一の基準で比較するため、

国の職員数（構成）を用いて、学歴や経験年数の差による影響を補正し、国の行政職俸給表（一）適用職員の

俸給月額を100として計算した指数。

　　　２　（  ）書きの数値は、地域手当補正後ラスパイレス指数を指す。地域手当補正後ラスパイレス指数とは、

地域手当を加味した地域における国家公務員と地方公務員の給与水準を比較するため、地域手当の支給率を用いて

補正したラスパイレス指数。

(補正前のラスパイレス指数×(１＋当該団体の地域手当支給率)／(１＋国の指定基準に基づく地域手当支給率)により算出)

　　　３　類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を単純平均したものである。

　　※令和7年４月１日のラスパイレス指数が、①３年前に比べて１ポイント以上上昇している場合、②３年連続で上昇している場合、

　　　③100を超えている場合について、その理由及び改善の見込み

 (４)給与改定の状況 （※田尻町は人事委員会を設置していないため記載なし）

①月例給

（参考）
給与改定率 国の改定率

％ ％

（注）　「民間給与」、「公務員給与」は、人事委員会勧告において公民の４月分の給与額をラスパイレス比較した平均給与月額である。

②特別給（期末・勤勉手当）

（参考）
　　年間支給月数

月 月

（注）　「民間の支給割合」は、民間事業所で支払われた賞与等の特別給の年間支給割合、「公務員の支給月数」は期末手当及び勤勉手当の年間支給月数である。

田尻町の給与・定員管理等について

　地方公務員法第58条の3及び田尻町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の規定に基づき、田尻町の人事行政の状況（職員
数・給与・勤務条件等）を公表します。

区　分
住民基本台帳人口 歳出額　 実質収支 人件費 人件費率 （参考）

（令和7年1月1日）

％

年度 8,484 5,953,349 538,717 1,399,602 23.5 24.1

　　　　　　Ａ Ｂ Ｂ／Ａ 前年度の人件費率

令和６ 人　 千円 千円 千円 ％

給与費 B/A 一人当たり給与費

令和６ 人 千円 千円 　　　　　千円 千円 千円 千円

区　分
職員数 給　　　　　　　　　与　　　　　　　　　費 （参考）一人当たり （参考）類似団体平均

Ａ 給　 料 職員手当 期末・勤勉手当 　　計　　Ｂ

令和6年度 円 円 円 ％

6,924 5,840

区　分
人事委員会の勧告

民間給与　  A 公務員給与　　B 較差　A-B 勧告（改定率）

年度 109 455,565 95,921 203,256 754,742

　国の年間支給月数
令和6年度 月 月 月 月

区　分
人事委員会の勧告

民間の支給割合　  A 公務員の支給月数 較差　A-B 勧告（改定月数）

100.2

95.5 96.3

99.5

95.6 96.3

99.4

95.7 96.4
98.9

96.1 96.7

90

95

100

105

田尻町 類似団体平均 全国町村平均

R4.4.1 R5.4.1 R6.4.1 R7.4.1
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 (5)給与制度の総合的見直しの実施状況について
①給料表の見直し

　[　実施　］

実施内容（平均引下げ率、実施（実施予定）時期、経過措置の有無等具体的な内容（未実施の場合には、その理由））

②地域手当の見直し

　実施内容（国基準における場合の支給割合及び当該団体の支給割合）

（支給割合）国基準６％に対し、田尻町においても6％を支給。

（参考）

③その他の見直し内容

特になし

 (6)特記事項

（給料表の改定実施時期）　平成27年4月1日
（内容）一般行政職の給料表について、国の見直し内容を踏まえ、平均2％の引下げ。激変緩和のため、3年間（平成30年3月31日まで）の経過
措置（現給保障）を実施。
令和4年4月1日
(内容）一般行政職の給料表について、国の見直し内容を踏まえ、初任給及び若年層の給与月額を平均0.3％引き上げる。
令和5年4月1日
(内容)初任給を始め若年層に重点を置き、全体の給与月額を平均1.1％引き上げる。
令和6年4月1日
(内容)初任給及び若年層に重点を置き、全体の給与月額を平均3.0％引き上げる。

令和6年度
の支給割合

令和7年度
の支給割合

4月１日時点 遡及改定後

国基準 4% 5% 6% 6% 6%

（実施時期）平成27年4月1日より実施。段階的に支給割合を引上げることとし、平成27年４月１日時点は4％、給与改定後は平成27年4月に遡及し
6％、平成28年4月1日から6％を支給。令和7年4月1日から10％を支給。

平成27年度の支給割合
平成28年度
の支給割合

平成29年度
の支給割合

平成30年度
の支給割合

令和元年度
の支給割合

令和２年度
の支給割合

令和３年度
の支給割合

令和4年度
の支給割合

令和５年度
の支給割合

6% 6% 6% 10%

特になし

10%

田尻町 4% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6%

6% 6% 6% 6% 6% 6%
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２　職員の平均給与月額、初任給等の状況
 (1)職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況 （令和7年４月１日現在）
　　　　①一般行政職

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円

歳 円 円 円

　　　　②技能労務職

歳 人 円 円 円

歳 人 円 円 円 歳 円

歳 人 円 円 円

歳 人 円 円

歳 人 円 円 円

うち清掃職員 円 円

うち用務員 円 円

１　民間データは、賃金構造基本統計調査において公表されているデータを使用している。（令和３～５年の3ヶ年平均）

２　民間の類似職種との比較にあたり、年齢、業務内容、雇用形態等の点において完全に一致しているものではない。

３　年収ベースの「公務員（Ｃ）」及び「民間（Ｄ）」のデータは、それぞれ平均給与月収額を12倍した試算値である。

４　平均月収額には、期末・勤勉手当（民間は年間賞与）等を含む。

（注） 1 令和7年 ４月１日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均である。

2 「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間外勤務手当などのすべての

　

 (2)職員の初任給の状況 （令和7年４月１日現在）

円 円 円

円 円 円

円 円

 (3)職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況 （令和7年４月１日現在）

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

区　　分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額
平均給与月額

（国比較ベース）

国 41.9 332,237 － 414,480

類似団体 41.9 314,625 367,764 344,789

田尻町 44.7 343,600 434,310 413,035

大阪府 41.3 323,086 434,367 382,395

― ― ―

うち清掃職員 49.0 2 343,400 391,550 388,450 廃棄物処理業

平均年齢
平均給与月額

（Ｂ）
Ａ／Ｂ

田尻町 49.0 2 343,600 434,310 413,035 ―

区　　分

公　　務　　員 民　　間 参考

平均年齢 職員数 平均給料月額
平均給与月額

（Ａ）
平均給与月額

（国比較ベース）
対応する民間
の類似職種

大阪府 54.3 385 296,155 370,031 341,912 ―

48.0 320,600 1.22

― ― ―

類似団体 50.4 3 289,606 325,294 305,365 ―

― ― ―

国 51.3 1,703 294,567 ― 337,907 ―

0 3,395,700 0.00

田尻町 ― ― ―

6,476,200 4,457,900 1.45

― ― ―

区分

参考

年収ベース（試算値）の比較

公務員(Ｃ) 民間(Ｄ) Ｃ／Ｄ

「平均給料月額」とは、

諸手当の額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査において明らかにされているものである。

また、「平均給与月額（国比較ベース）」は、比較のため、国家公務員と同じベース（＝時間外勤務手当等を除いたもの）で算出している。

区　　　　　分 田尻町 大阪府 国

技能労務職 高　校　卒 201,000 201,467 －

区　　　　分 経験年数10年 経験年数20年 経験年数25年 経験年数30年

一般行政職
大　学　卒 230,000 227,100 220,000

高　校　卒 201,000 192,900 188,000

―

技能労務職 高　校　卒 ― ― ― ―

一般行政職
大　学　卒 281,225 ― 398,600 ―

高　校　卒 254,300 300,100 ―
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３　一般行政職の級別職員数等の状況

 (1)一般行政職の級別職員数及び給料表の状況 （令和7年４月１日現在）

　　　　　　　　人 　　　　　　　　％

　　　　　　　　人 ％

　　　　　　　　人 ％

　　　　　　　　人 ％

　　　　　　　　人 ％

　　　　　　　　人 ％

　　　　　　　　人 ％

（注）１　田尻町の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数である。

      ２　標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務である。

職制上の段階・職名ごとの職の内訳

主事 80
技師
主事
技師

主任級 主任
主査級 主査
主幹級 主幹

  

２級
知識又は経験を必要とする業務を行う
職務

230,000 円 308,500 円
11 13.8%

１級 定型的な業務を行う職務 183,500 円 258,100 円
2 2.5%

級 標準的な職務内容 職員数 構成比 １号給の給料月額 最高号給の給料月額

５級 主幹の職務又はこれに相当する職務 321,300 円 398,200 円
16 20.0%

４級 主査の職務又はこれに相当する職務 298,800 円 386,100 円
12 15.0%

３級 主任の職務又はこれに相当する職務 265,300 円 354,700 円
16 20.0%

級 職制上の段階
職員数
（人）

構成比 職名
職員数
（人）

７級 部長の職務又はこれに相当する職務 408,300 円 450,900 円
7 8.8%

６級 課長の職務又はこれに相当する職務 355,200 円 415,700 円
16 20.0%

３級 16 20.0% 16
４級 12 15.0% 12

２級 主事級 11 13.8% 10
1

１級 主事級 2 2.5% 1
1

課長 14

７級 部長級 7 8.8%
理事 2
部長 5

５級 16 20.0% 16

６級 課長級 16 20.0%
参事 2

１級2.5% １級3.6% １級3.5%

２級

13.8%

２級

11.9%
２級14.1%

３級20.0% ３級16.7%
３級4.7%

４級

15.0%
４級

15.5% ４級

17.7%

５級

20.0%
５級

21.4%
５級

30.6%

６級

20.0%
６級

23.8%
６級

18.8%

７級8.8% ７級7.1% ７級10.6%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

令和7年の構成比 １年前の構成比 ５年前の構成比
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 (2)国との給料表カーブ比較表（行政職（一））（令和７年４月１日）

 (3)昇給への人事評価の活用状況（一般行政職）（田尻町）

イ　人事評価を活用している

上位、標準、下位の区分 ○ ○

上位、標準の区分

標準、下位の区分

標準の区分のみ（一律） ○ ○

ロ　人事評価を実施していない

活用予定時期

令和7年度中における運用 管理職員 一般職員

○ ○

活用している昇給区分 昇給可能 な区分 昇給実績がある区分 昇給可能 な区分 昇給実績がある区分

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

田尻町 （R７）

国家公務員 （R７)

（百円）

給

料

月

額

昇 給

5



４　職員の手当の状況
 (1)期末手当・勤勉手当

年度） 年度）

（ 年度支給割合） （ 年度支給割合） （ 年度支給割合）

期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当 期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当 期末手当　　　　　　　　　　　  勤勉手当

 月分  月分  月分  月分  月分  月分

 月分  月分  月分  月分  月分  月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況） （加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

役職加算　5～15％ 役職加算　5～20％　　管理職加算　10～25％ 役職加算　5～20％　　管理職加算　10～25％

（注） （　）内は、再任用職員に係る支給割合である。

勤勉手当への人事評価の活用状況（一般行政職）（田尻町）

イ　人事評価を活用している

上位、標準、下位の成績率

上位、標準の成績率

標準、下位の成績率

標準(上位、下位）の成績率

標準の成績率のみ（一律）

ロ　人事評価を活用していない

活用予定時期

 (2)退職手当 （令和7年４月１日現在）

（支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 応募認定・定年 （支給率）　　　　　　　　　　　　　　 応募認定・定年

勤続２０年 月分 月分 勤続２０年 月分

勤続２５年 月分 月分 勤続２５年 月分

勤続３５年 月分 月分 勤続３５年 月分

最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分

その他の加算措置  定年前早期退職特例措置（2～45％加算） その他の加算措置

（退職時特別昇給　　　なし　）  定年前早期退職特例措置（割増率2～45％加算）

１人当たり平均支給額　　　　 千円 千円

（注）退職手当の１人当たり平均支給額は、 年度に退職した職員に支給された平均額である。

 (3)地域手当 （令和7年４月１日現在）
年度決算） 千円

令和６ 年度決算） 円

％ 人 ％

 (4)特殊勤務手当 （令和7年４月１日現在）
支給実績　（ 年度決算） 千円

支給職員１人当たり平均支給年額　（ 年度決算） 円

年度） ％

手当の種類（手当数）

令和6年 度決算

0 作業１日　500円

0 １件　1,000円

0 1件　5,000円

田　　　尻　　　町 大　　　阪　　　府 国

１人当たり平均支給額（ 令和６ １人当たり平均支給額（ 令和６
―

1,865 千円

令和7 年度中における運用 管理職員 一般職員

○ ○

2.10

(1.4) (1) （1.4） (1) (1.40) (1.00)

1,875 千円

令和６ 令和６ 令和６

2.50 2.10 2.50 2.10 2.50

自己都合

19.6695 24.586875 19.6695 24.586875 月分

○

田　　　　　尻　　　　　町 国

活用している成績率 支給可能 な成績率
支給実績が
ある成績率

支給可能 な成績率
支給実績が
ある成績率

○ ○ ○

令和６

支給実績　（ 令和６ 28,110

支給職員１人当たり平均支給年額（ 257,890

47.709 47.709 47.709 47.709 月分

142 21,233

28.0395 33.27075 28.0395 33.27075 月分

39.7575 47.709 39.7575 47.709 月分

4

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務
支給実績

左記職員に対する支給単価

令和６ 6

令和６ 6,000

職員全体に占める手当支給職員の割合　（ 令和６ 0.9%

支給対象地域 支給率 支給対象職員数 国の制度（支給率）

田尻町 6 109 6

火葬作業従事職員の特殊勤務手当 火葬作業従事職員 火葬作業 千円

伝染病防疫作業従事職員の
特殊勤務手当

伝染病防疫作業従事職員 伝染病防疫作業 千円

行路病人又は行路死亡人の収容、護
送作業従事職員の特殊勤務手当

行路病人又は行路死亡人の収
容、護送作業従事職員

行路病人又は行路死亡
人の収容、護送作業

千円
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 (5)時間外勤務手当
支給実績（ 年度決算） 千円

年度決算） 千円

支給実績（ 年度決算） 千円

年度決算） 千円

（注）職員1人当たり平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績（ 年度決算）」と

同じ年度の４月１日現在の総職員数（管理職員、教育職員等、制度上時間外勤務手当の

支給対象とはならない職員を除く。）であり、短時間勤務職員を含む。

 (6)その他の手当 （令和7年４月１日現在）

動物等死体処理作業従事職員の
特殊勤務手当

動物等死体処理従事職員 動物等死体処理作業 6 千円

手　当　名 内容及び支給単価
国の制度
との異同

国の制度と
異なる内容

支給実績
支給職員１人当たり

平均支給年額

令和６ 年度決算 令和６ 年度決算

令和5 14,924

職員１人当たり平均支給年額　（ 令和5 318

令和６

収容作業1件　500円
火葬処理作業1件　1,000円

令和６ 12,346

職員１人当たり平均支給年額　（ 令和６ 224

99,333 円

管理職手当
部長57,000円、理事47,000円
課長43,000円、課参事35,000円
主幹31,000円

異 22,686 千円 453,720 円

通勤手当

交通機関利用者（月額55,000円
の範囲内で支給）、自動車等交通
用具利用者（片道2km以上の者に
距離に応じて24,500円の範囲内
で支給）

同 8,940 千円

254,870 円

住居手当
28,000円を最高支給限度額とし、
その範囲内で支給

同 5,672 千円 378,133 円

扶養手当
配偶者（6,500円）、その他の扶養
親族（10,000円）、16～22歳の子
（5,000円加算）

同 13,763 千円
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（令和7年４月１日現在）

円 円 ／ 円

（ 円 ）

円 円 ／ 円

（ 円 ）

円 円 ／ 円

（ 円 ）

円 円 ／ 円

（ 円 ）

円 円 ／ 円

（ 円 ）

（ 令和６ 年度支給割合）

月分

（ 令和６ 年度支給割合）

月分

（算定方式） （１期の手当額）

給料月額×在職月数×30/100 円

給料月額×在職月数×20/100 円

(注）１　給料及び報酬の（　）内は、減額措置を行う前の金額である。                         

     ２　退職手当の「１期の手当額」は、４月１日現在の給料月額及び支給率に基づき、 

６　職員数の状況

（1)部門別職員数の状況と主な増減理由 （各年４月１日現在）

2 2

27 29

5 5

1 1

4 4 　　　　　　人事異動

1 1

10 11

16 16

10 11

＜参考＞

76 80 人口1万人当たり職員数　　　　　　　　　　 人

（類似団体の人口1万人当たりの職員数 人）

33 38

＜参考＞

人口1万人当たり職員数　　　　　　　　　　 人

（類似団体の人口1万人当たりの職員数 人）

3 2

7 5

＜参考＞

人口1万人当たり職員数　　　　　　　　　　 人

（注）１　職員数は一般職に属する職員数である。

　　　２　[     ]内は、条例定数の合計である。

617,000 710,000 490,000

報

酬

議　長 314,000 375,000 210,000

副議長 276,000

５　特別職の報酬等の状況
区分 給料月額等

給

料

（参考）類似団体における最高／最低額

町　長 652,000 850,000 505,800

副町長

退
職
手
当

（支給時期）

町　長 9,388,800 任期ごと

副町長 5,923,200 任期ごと

備考

期
末
手
当

町　長
副町長 4.40

議　長

副議長 4.40

議　員

307,000 188,000

議　員 266,000 286,000 165,000

農林水産 0

商　　工 0

土　　木 1

一
般
行
政
部
門

議　　会 0

総　　務 2

税　　務 0

労　　働 0

　　　　１期（４年＝４８月）  勤めた場合における退職手当の見込額である。

　　　　　　　　区　　分

　部　　門

職員数 対前年
増減数

主な増減理由
令和6年 令和7年

公
営
企
業
等

会
計
部
門

下水道 △ 1 人事異動

その他 △ 2

小　計 10 7 △ 3

小　計 109 118 9 139.09

144.41

普
通
会
計
部
門

94.30

121.01

教育部門 5 人事異動

民　　生 0

衛　　生 1

計 4

147.34
合　　計

119 125 6

135 [135 ］ [     0     ］
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（2)年齢別職員構成の状況 （令和7年４月１日現在）

　

（3）職員数の推移

（注）　　各年における定員管理調査において報告した部門別職員数。

48歳 52歳 56歳 60歳

～ ～ ～ ～
区　分

20歳 20歳 24歳 28歳 32歳 36歳 40歳 44歳

51歳 55歳 59歳 以上

職員数
人 人 人 人

計

未満 23歳 27歳 31歳 35歳 39歳 43歳 47歳

～ ～ ～ ～ ～ ～

12 21 16 18 5 125

人 人 人

0 5 4 14 19 6 5

人 人 人 人 人 人

80 △ 6 -3.5%

教育 28 26 26 33 33 38

一般行政 86 86 86 76 76

（単位：人・％）

　　　　　　　　年度

部門別
令和2年 令和3年 令和4年 令和5年 令和6年 令和7年

過去５年間
の増減数/率

0.0%

普通会計計 114 113 112 109 109 118 4 3.5%

10 35.7%

消防 0 0 0 0 0 0 0

2 1.6%

7 △ 2 -22.2%

総合計 123 123 122 119 119 125

公営企業等会計計 9 10 10 10 10

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

構成比

５年前の構成比

%
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７　休業に関する状況 （ 年度）　
（単位：人）

（単位：人）

８　職員の分限および懲戒処分の状況 （ 年度）　
① 分限処分者数 （単位：人）

処分の種類

処分事由

② 懲戒処分者数 （単位：人）

処分の種類

処分事由

一般非行関係（傷害等刑法違反等）

９　職員の服務の状況 （ 年度）　

令和６

区分
育児休業取得状況

育児休業 取得者 部分休業 取得者
育児短時間
勤務取得者

合計 6 0 0

承認期間
介護休暇の取得状況

計 １月以下 1月を超え 2月以下 2月を超え3月以下

男性 3 0 0

女性 3 0 0

0

女性 0 0 0 0 0 0 0

3月を超え 4月以下 4月を超え5月以下 5月超え

男性 0 0 0 0 0 0

勤務実績が良くない場合 0 0 0 0

心身の故障の場合 0 0 3 3

0 0

令和６

降任 免職 休職 合計

合計 0 0 0 0 0

刑事事件に関し起訴された場合 0 0 0 0

合計 0 0 3 3

職に必要な適格性を欠く場合 0 0 0 0

職制、定数の改廃、予算の減少により廃職、過員を生じた場合 0 0 0 0

0

一般服務関係 （職務専念義務違反、職務命令違反等） 0 0 0 0 0

戒告 減給 停職 免職 合計

給与・任用関係 （給与不正領得、受験採用虚偽行為等） 0 0 0 0

0

道路交通法違反 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

収賄等関係（収賄、横領等） 0 0 0 0

令和６
区分 内容 違反者数（人）

法令・命令に従う義務 職員は法令に従い、かつ、上司の職務命令に従わなければならない。 0

合計 0 0 0 0 0

監督責任 0 0 0 0 0

争議行為等の禁止 職員はストライキ等をしてはならない。 0

営利企業等従事制限
自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはなら
ない。

0

職務に専念する義務 職員は勤務時間中、職務に注意力のすべてを用い、職務にのみ専念しなければならない。 0

政治行為の制限 職員は政治活動等をしてはならない。 0

信用失墜行為の禁止 職員は、職の信用を傷つけ、又は職の不名誉になるような行為をしてはならない。 0

秘密を守る義務 職員は職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。 0
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10　職員の退職管理の状況
地方公務員法の改正（平成２８年４月１日施行）により、退職管理に関する事項が規定され、退職後に営利企業等に

再就職した元職員による現職職員への働きかけが禁止されました。

本町では、「職員の退職管理に関する条例・規則」を制定し、再就職者による働きかけの規制等について必要な事項を定めています。

11　職員の研修の状況 （ 令和６ 年度）　

DX理解・推進企画研修 1
フォロワーシップ研修 1
～主体的にリーダー・メンバーを補佐し、組織への貢献力を高める～ 
プレゼンテーション研修～口頭・書面でわかりやすく伝えるために～ 1
ムダなく仕事をするためのタイムマネジメント研修② 1
リスクセンスアップ研修 1
会議が変わる！効率的・効果的な会議の進め方研修 2
議会答弁対応力向上研修 2
空き家対策研修～自治体の対処法～ 1
契約事務基本研修 1
固定資産税課税事務（家屋）基本研修 1
固定資産税課税事務（土地）基本研修 1
講演『こころの声に耳を澄まして』 1
住民に伝わる広報・文書・チラシのデザイン術研修～情報発信とAIを活用して～ 1
人権のつどい（ニュースが伝えない差別の裏側～ハンセン病問題を取材して） 7
人権研修（「見えづらい日常の部落問題」） 25
人権研修（「行政職員としての人権意識・感覚をアップデート」）① 20
人権研修（「行政職員としての人権意識・感覚をアップデート」）② 21
人事評価研修（被評価者） 13
人事評価研修（評価者） 17
第121回マッセ・セミナー 世界のスポーツ史に残る大逆転勝利に貢献　 1
前向きに挑戦をし続けるための「心を鍛える１０か条」 
第122回マッセ・セミナー　 1
お笑い芸人に学ぶ！豊かな人間関係を築くためのコミュニケーション術 
第５５回高野山夏期講座２０２４「部落解放・人権夏期講座」 2
第５回ゲートキーパー養成研修 30
男女共同参画研修「困難な問題を抱える女性を支援するための法律について」 29
男女共同参画研修「災害時におけるジェンダーの視点」 22
認知症サポーター養成講座 9
問題解決思考養成研修～３つの思考法を学び、実践する～ 1
要約力アップ研修① 1
要約力アップ研修② 1
論理的思考力・説得力を鍛える、ディベート実践研修 2

12　職員の福祉及び利益の保護の状況
（ 令和６ 年度）　

②公務災害の状況 （ 年度）　

件

③職員厚生会の状況 （令和7年４月１日現在）

人

232 万円

会員数 136

予算額

月会費 本俸×3/1000＋739（円）

主な事業
リロクラブ加入、在会記念
各種補助事業、会員交流会
健康づくり事業

定期健康診断 205

ストレスチェック 149

令和６

災害発生件数 0

研修名 受講者人数(人）

①職員の健康管理に関する主要事業の実施状況

区分 受診者(人)
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